
中部模型航空連合会会則　　　　令和 4年期

第１条　(名称)

本会は中部模型航空連合会（中航連）と称する。

第２条　(事務所)

本会の本部は会長宅に置く。

第３条　(目的)

(1)本会は模型飛行機曲技競技会に関する活動、情報供与を行い、会員全員の利益に寄与することを目的

　　とする。

第４条　(会員)

本会の会員は中部地区（静岡、愛知、岐阜、福井、石川、富山）に在籍する希望者で、入会届を役員提

出承認すること、または会費納入で、入会とする。

年会費 2,000円　（納入期限 2月末日）

第５条　(退会)

会員は退会届を役員/理事に提出承認すること、または会費未納で、任意に退会することができる。

第６条　(役員/理事)

本会に次の役員/理事を置き、その任期は３年とする、兼任再選は妨げない。

【役　員】

会長　1名

理事長　1名

事務局長　1名

大会委員長　1名

【理　事】役員と兼任可

事務局　　１名

会　　計　１名

会計監査　１名

大会委員　数名

技術指導員　若干名

　　選出方法

(1) 会長―推薦、立候補にて選挙で過半数獲得よる選出、その場合役員会投票にて選出する。

(2) 役員/理事―各会にて、参加頻度、地域性等を考慮し選出する。

理事長



事務局長

会計

会計監査

大会委員長

大会委員

　　技術指導員

　役員会にて協議し、選出する。

　　　　　役割

(1)会長　１、総会､競技会の開会宣言、総会､議長又は議長指名にて総会開始。

２、総会､競技会の確認承認、閉会宣言　

(2)役員/理事　１、役員会にて総会提出議案の検討。

理事長　理事会の総括リーダー

事務局長　会議事録の記録、会員への公開開示、競技会採点集計の開示、競技会の参加受付、景品、

関係機関へ連絡総括指示。

会　計　会費、参加費、飛行場借与料、審査員料等、一般的な会計業務。

会計監査　会計の監査。

大会委員長　競技会の日時、場所、設営、審査員、目ならし選定を、大会委員と協議し、決定する。

大会委員　大会運営全般の準備、実行協力。

　技術指導員　全般的に演技の解説、指導。

第７条　(総会)

本会は年 1回の総会を開催し、役員、役員代理､一般会員で、総会を開催する。

開催時期は、全大会終了時すみやかに行うことが望ましい。

役員会の決定事項の承認。

第８条　(会計年度)

本会の会計年度は 1月 1日に始まり、12月 31日に終わる。

第９条　(雑則)

その他必要な事項は、役員会の承認を得て適宜決定できるものとする。

(付則)

　この会則は令和４年１月１日から適用する。

　　　　(追記)

　　　　　今期役員名簿　　 　　　　　　　　 就任期

　　　　会　長　　　　吉田茂平　　　　　　　2017年

　　　　理事長　　　　安田一英　　　　　　　2017年

　　　　事務局長　　　北原直博　　　　　　　2017年

　　　　会　計　　　　北原直博　　　　　　　2017年

　　　　会計監査　　　安田一英　　　　　　　2017年

　　　　大会委員長　江島徹朗　　　　　　　2017年



　　　　大会委員　　山崎一正　　　　　　　2017年

高橋佳裕　　　　　　　2017年

鈴木弘人　　　　　　　2019年

西岡伸一　　　　　　　2019年

濱嶋弘幸　　　　　　　2018年

　　　　技術指導員　颯田照久　　　　　　　2017年

中村祐介　　　　　　　2017年


